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　去る⚓月⚕日（日）に実施いたしました第⚔⚐回
コンプライアンス・オフィサー認定試験の成績結
果がまとまりましたのでご報告いたします。

●ＪＡコンプライアンス⚓級
　成績結果は〔表〕のとおりです。 
　応募者数⚑，⚕⚑⚙名中受験者は⚑，⚓⚙⚑名で、認定者
は⚑，⚒⚔⚔名でした。認定率は⚘⚙．⚔⚓％、平均点は
⚗⚑．⚙⚔点となっています。前回、認定基準点を⚑⚐
点下げたうえで認定率⚔⚘．⚑⚕％でしたが、今回は
非常に良好な結果となっています。 
　正解率が⚓⚐％を下回った問題は、〔問－⚒⚐〕労働
基準法における労働条件、〔問－⚒⚙〕ＪＡの機関設
計、〔問－⚔⚖〕機能性食品表示、の⚓問でした。 
　今回は、本種目が発足して⚕回目の試験であり
過去問題が集積してきたこと、また、前回の認定

率の低い試験結果を受けたことを踏まえて、通信
講座テキストや問題解説集を学習していれば得点
できる問題を中心として出題しました。今回のよ
うな結果となったのは、受験者の方々が通信講座
テキストや問題解説集をしっかり学習された成果
だと思われます。今後も、業務に活かしていただ
けるようなコンプライアンスの問題を、過去問題
や新しい論点を交え、出題してまいりたいと考え
ております。
 
※〔問－⚒⚗〕につきまして問題に不備がありまし
た。このため、受験者全員の方を正解扱いとさ
せていただきました。すでに成績通知は、本件
処理のうえ終了しております。受験者の皆様を
はじめ関係者の皆様には、ご迷惑をおかけしま
したことを深くお詫び申し上げます。

コンプライアンス・オフィサー認定試験　成績結果

〔表〕　ＪＡコンプライアンス⚓級　業態別成績一覧表
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⚑，⚕⚑⚙⚓⚙⚑⚐⚐⚐⚑，⚔⚖⚘⚐⚕⚐⚐⚒⚔応募者数（名）

⚑⚐⚐．⚐⚐⚒．⚕⚗⚐．⚐⚗⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚙⚖．⚖⚔⚐．⚐⚐⚐．⚓⚓⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚑⚓⚐．⚒⚖応募比率（％）

⚑，⚓⚙⚑⚓⚖⚑⚐⚐⚐⚑，⚓⚔⚖⚐⚔⚐⚐⚑⚓受験者数（名）

⚙⚑．⚕⚗⚙⚒．⚓⚑⚑⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚙⚑．⚖⚙⚐．⚐⚐⚘⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚕⚐．⚐⚐⚗⚕．⚐⚐受　験　率（％）

⚑，⚒⚔⚔⚓⚕⚑⚐⚐⚐⚑，⚒⚐⚐⚐⚔⚐⚐⚑⚓認定者数（名）

⚘⚙．⚔⚓⚙⚗．⚒⚒⚑⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚘⚙．⚑⚕⚐．⚐⚐⚑⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚑⚐⚐．⚐⚐⚑⚐⚐．⚐⚐認　定　率（％）

⚗⚑．⚙⚔⚘⚑．⚐⚖⚗⚖．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚗⚑．⚖⚔⚐．⚐⚐⚘⚑．⚐⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚖⚔．⚐⚐⚘⚙．⚓⚓平　均　点（点）

⚓⚙．⚑⚔⚐．⚖⚔⚗．⚐⚐．⚐⚐．⚐⚐．⚐⚓⚙．⚑⚐．⚐⚔⚒．⚐⚐．⚐⚐．⚐⚒⚓．⚐⚓⚐．⚗年　　齢（歳）

⚑⚕．⚗⚑⚗．⚖⚐．⚐⚐．⚐⚐．⚐⚐．⚐⚑⚕．⚗⚐．⚐⚑⚘．⚐⚐．⚐⚐．⚐⚐．⚐⚗．⚓勤続年数（年）

※　認定基準は⚖⚐点（以上）です。表中の平均点・年齢・勤続年数は受験者の数値です。
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〔⚒⚐⚑⚗年⚑⚐月実施〕コンプライアンス・オフィサー認定試験のご案内

会報　№⚔⚒

受験料実施時間出題形式実　施　種　目願書受付期間実　施　日

⚖，⚔⚘⚐円
（税込）

⚑⚓：⚓⚐～⚑⚖：⚓⚐
（⚑⚘⚐分）

記述式
金融コンプライアンス・
オフィサー⚑級⚒⚐⚑⚗年

⚘月⚑⚕日昇
～⚙月⚕日昇
必　着

第⚔⚒回
⚒⚐⚑⚗年
⚑⚐月⚒⚒日掌 ⚔，⚓⚒⚐円

（税込）
⚑⚐：⚐⚐～⚑⚒：⚓⚐
（⚑⚕⚐分）

四答択一マー
クシート式

金融コンプライアンス・
オフィサー⚒級

保険コンプライアンス・
オフィサー⚒級

　今回から新連載として、ご専門の方々が綴る「コンプライアンス雑記」が始まります。コンプライアン
スに関する様々なトピックについて、独自の見地から思い思いに語っていただきます。法令遵守が当たり
前となっても飽くなき取組みは続くがゆえに、“コンプライアンス疲れ”とも言われる昨今、推進や態勢づ
くりの何らかのヒントとなれば幸いです。

連載 コンプライアンス雑記

慎重な取扱いが求められる「要配慮個人情報」

岡野正明 榎 埼玉縣信用金庫
事務集中部　上席指導役

Vol.1

　周知のとおり、個人情報保護法が改正され、本
年⚕月⚓⚐日より、施行されます。個人情報の取扱
いについては厳格な管理が求められますので、本
改正内容を理解しておくことは重要です。ここで
は、今回の改正で新たに概念として規定された
「要配慮個人情報」について若干の私見を述べて
みます。
●要配慮個人情報とは？

　改正法によると、要配慮個人情報とは、①本人
の人種、②信条、③社会的身分、④病歴、⑤犯罪
の経歴、⑥犯罪により害を被った事実その他本人
に対する不当な差別、⑦偏見その他の不利益が生
じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの
として政令で定める記述等が含まれる個人情報、
をいうとされています。
●要配慮個人情報の取得は？

　要配慮個人情報の適正な取得のために、改正法
では、原則、あらかじめ本人の同意を得ないで取

得してはならないとしています。
　ただし、いくつかの例外があり、①法令に基づ
く場合、②人の生命、身体または財産の保護のた
めに必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき、等がこれにあたるとされ
ています。
●機微情報との関係は？

　今般、金融分野における個人情報保護ガイドラ
インも改正されましたが、改正後の機微（センシ
ティブ）情報を規定している条項には、要配慮個
人情報も含まれています。
　したがって、要配慮個人情報と機微情報との関
係についても、正確に理解しておくことが必要と
なるでしょう。
　今回の改正では、上記以外にも、個人情報の定
義が明確化され、匿名加工情報（特定の個人を識
別できないように加工したもので、その個人情報
を復元できないようにしたもの）という概念も定
められました。金融機関の職員の方々は、コンプ
ライアンス態勢を万全にするためにも、改正法の
意義を理解し、顧客の個人情報の取扱いに関して、
細心の注意を払って業務に臨みたいものです。


